
（６）

一般質問  

　
　
霞
ヶ
浦
大
橋
の
無
料
化
に
よ

　
　
り
大
幅
な
交
通
量
の
増
加
に

な
っ
て
い
る
国
道
３
５
４
号
の
交
通

安
全
対
策
に
つ
い
て
伺
う
。 

　
　
市
長
　
霞
ヶ
浦
大
橋
の
無
料

　
　
化
に
伴
い
ま
す
国
道
３
５
４
号

の
交
通
量
の
増
加
は
、誠
に
驚
く
べ

き
も
の
が
あ
り
ま
す
。こ
の
こ
と
は
、

霞
ヶ
浦
地
区
の
喫
緊
の
行
政
課
題
で

あ
り
、通
学
路
と
し
て
の
安
全
確
保

は
、急
務
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

市
と
し
ま
し
て
も
、積
極
的
な
安
全

対
策
の
充
実
等
に
つ
い
て
、県
を
は
じ

め
、関
係
機
関
に
対
し
て
、引
き
続
き

要
請
・
要
望
等
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。 

　
　
新
市
に
お
け
る
防
災
マ
ッ
プ
、

　
　
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成

に
つ
い
て
伺
う
。 

　
　
市
長
　
地
域
防
災
計
画
に
つ

　
　
い
て
は
、現
在
、事
務
委
託
に
よ

り
、そ
の
策
定
作
業
を
進
め
て
お
り
、

今
般
、第
１
回
目
の
素
案
調
整
と
い

う
こ
と
で
、防
災
会
議
委
員
各
位
に

閲
覧
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。今

後
は
、市
の
防
災
会
議
を
経
て
、最

終
的
に
県
の
認
可
を
得
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。ハ
ザ
ー
ド
マッ
プ
に
つ
い
て
は
、

上
位
計
画
で
あ
る
国
土
交
通
省
に

よ
る
霞
ヶ
浦
の
計
画
、そ
し
て
、県
に

よ
る
恋
瀬
川
の
計
画
に
準
じ
て
、策

定
す
る
も
の
で
す
。県
に
よ
る
恋
瀬

川
の
計
画
策
定
が
、平
成
１８
年
度
の

予
算
次
第
と
い
う
こ
と
か
ら
、市
の

計
画
策
定
に
つ
い
て
は
、上
位
計
画

と
整
合
さ
せ
る
関
係
上
、県
計
画
の

策
定
後
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

A

A

国
道
３
５
４
号
の
交
通
安
全
対
策
は 

県
や
関
係
機
関
に
積
極
的
に
要
請･

要
望
す
る 

QA
 

質問事項  
 
１.道路行政について 
　（１）国道３５４号の交通安全について 
　（2）国道３５４号沿線の補修改良整備について 
2.防災行政について 
　（１）新市における防災（洪水ハザードマップ）マップの作成について 
　（2）霞ヶ浦の堤防沈下箇所の対応について 
　（3）防災無線について 
3.医療と福祉行政について 
　（１）新医療保険について　　（2）改正介護保険法について 
　（3）障害者自立支援法について 
4.広域行政について 
　（１）今後の財政負担について（2）将来のあるべき姿と対応について 
5.行政サービスについて　（１）オフトーク通信について 

▲国道３５４号 北中入口付近 

桂
木 

庸
雄 

議
員 

　
　
子
ど
も
を
守
る
防
犯
対
策

　
　
の
実
施
状
況
、
各
学
校
の

防
犯
用
具
の
設
置
状
況
、
防
犯

ス
テ
ッ
カ
ー
の
使
用
状
況
に
つ

い
て
伺
う
。 

　
　
教
育
次
長
　
危
機
管
理
マ

　
　
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、
随

時
、
教
職
員
や
子
ど
も
達
を
対

象
に
防
犯
訓
練
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
市
内
の
全
て
の

子
ど
も
達
に
防
犯
ブ
ザ
ー
を
携

帯
さ
せ
、
通
学
路
に
お
け
る
安

全
マ
ッ
プ
を
作
成
し
、
子
ど
も

を
守
る
１
１
０
番
の
家
の
紹
介
、

交
通
安
全
面
で
の
危
険
箇
所
、

不
審
者
が
出
没
し
そ
う
な
箇
所

や
不
審
者
情
報
が
寄
せ
ら
れ
た

箇
所
等
を
記
載
し
、
児
童
・
生

徒
の
安
全
指
導
に
役
立
て
て
い

ま
す
。 

　
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
バ
ス
の

　
　
運
行
と
試
験
運
転
の
実
施

時
期
に
つ
い
て
伺
う
。 

　
　
市
長
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

　
　
バ
ス
の
運
行
に
つ
い
て
は
、

新
市
の
特
色
を
踏
ま
え
た
交
通

体
系
を
検
討
す
る
た
め
、
本
年

７
月
末
に
内
部
の
検
討
委
員
会

を
設
置
し
、
近
隣
都
市
の
実
施

状
況
や
予
算
・
補
助
制
度
の
研
究
、

具
体
的
な
運
行
体
制
等
の
検
討

を
進
め
て
い
ま
す
。
試
験
運
転

の
実
施
時
期
は
、
公
共
施
設
等

へ
の
ア
ク
セ
ス
の
確
保
や
地
域

住
民
の
交
流
を
促
進
す
る
こ
と

を
基
本
に
据
え
、
適
切
な
運
行

体
制
を
検
討
し
た
う
え
で
、
平

成
１８
年
９
月
の
実
施
を
目
標
に

進
め
て
行
き
ま
す
。 

学
校
の
防
犯
用
具
の
設
置
状
況
は 

市
内
の
全
て
の
子
ど
も
達
に
防
犯
ブ
ザ
ー
を
携
帯
さ
せ
る 

QQ A

QA
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▲防犯ブザーを携帯 

質問事項  
 １.福祉行政について 
　（１）コミュニティーバスの運行について 
　（２）効果的な介護予防について 
　（３）３級ヘルパー資格取得について 
２.児童生徒の安全対策について 
　（１）子どもを守る防犯対策について 
　（２）危険度の高い通学路に対するガ－ドレ－ルの設置について 
3.保健行政について 
　（１）インフルエンザ予防接種補助について 
４.農業振興について 
　（１）農業特区の取り組みについて 

中
根 

光
男 

議
員 

Q



（7）

一般質問 

　
　
不
納
欠
損
処
分
は
法
的
根
拠

　
　
に
基
づ
く
も
の
で
、昨
年
度
の

欠
損
処
分
し
た
も
の
に
つ
い
て
の

問
題
は
な
か
っ
た
か
伺
う
。
ま
た
、

Ｋ
開
発
の
延
滞
金
に
つ
い
て
伺
う
。 

　
　
監
査
委
員
　
不
納
欠
損
処

　
　
分
の
個
々
の
議
案
に
つ
い

て
は
、
決
算
審
査
、
定
期
監
査

の
中
で
は
、
調
査
し
て
い
ま
せ
ん
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
担
当
部
長

よ
り
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

　
　
総
務
部
長
　
不
納
欠
損
処

　
　
分
に
関
し
て
は
、地
方
税
法

第
１５
条
の
７
及
び
第
１８
条
の
規
定

に
よ
り
、昨
年
度
欠
損
処
分
を
い

た
し
ま
し
た
。滞
納
繰
越
金
に
つ
い

て
は
、完
納
を
目
指
し
え
い
え
い
調

査
を
し
な
が
ら
検
討
を
重
ね
、事

務
処
理
を
進
め
て
行
き
ま
す
。 

　
　
か
す
み
が
う
ら
市
の
危
機
管

　
　
理
体
制
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
伺
う
。 

 

　
　
総
務
部
長
　
危
機
管
理
体
制

　
　
に
つ
い
て
は
、検
査
管
財
課
は

全
般
的
に
庁
舎
の
管
理
等
を
、防

災
に
つ
い
て
は
、防
災
安
全
課
の
方

の
所
管
で
担
当
し
て
い
ま
す
。各
庁

舎
間
の
全
体
的
な
危
機
管
理
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、危
機
管
理
と
い

う
名
称
を
付
け
た
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
。た
だ
、防
災
上
の
観
点
か
ら
、

策
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
、庁
舎
内
部

に
配
布
を
し
た
簡
易
マ
ニュア
ル
で
対

応
し
て
い
ま
す
。 

　
　
行
政
改
革
本
部
の
設
置
に

　
　
つ
い
て
伺
う
。 

　
　
市
長
　
市
で
は
、
集
中
改

　
　
革
プ
ラ
ン
と
併
せ
行
政
改

革
大
綱
の
策
定
を
進
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
行
政
改
革
は
、

行
政
運
営
に
か
か
わ
る
全
て
の

職
員
が
自
ら
の
問
題
と
し
て
取

り
組
む
こ
と
が
望
ま
れ
る
こ
と

か
ら
、
職
員
の
意
欲
を
高
め
、

主
体
的
な
創
意
工
夫
に
よ
る
改

善
提
案
を
引
き
出
す
仕
組
み
を

設
け
る
よ
う
努
め
る
こ
と
を
念

頭
に
、
庁
内
横
断
的
な
組
織
と

し
て
改
革
推
進
本
部
を
設
置
し

ま
し
た
。 

　
　
定
員
管
理
に
つ
い
て
集
中

　
　
改
革
プ
ラ
ン
策
定
の
指
針

を
受
け
て
の
取
り
組
み
と
人
件

費
の
削
減
に
つ
い
て
伺
う
。 

　
　
市
長
　
定
員
管
理
に
つ
い
は
、

　
　
新
市
建
設
計
画
の
考
え
方

を
基
本
に
、
定
員
適
正
化
に
つ

い
て
の
基
本
的
考
え
方
、
ま
た
、

今
後
５
年
間
の
数
値
目
標
を
設

定
す
る
方
針
で
す
。
人
件
費
に

つ
い
て
は
、
事
務
事
業
の
再
編

整
理
、
民
間
委
託
等
の
推
進
、

定
員
管
理
の
適
正
化
な
ど
、
具

体
的
な
取
り
組
み
に
よ
り
、
人

件
費
の
削
減
効
果
が
得
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
人
事
院
勧
告
で
、
約
５０

年
ぶ
り
と
な
る
給
与
構
造
の
改

革
が
示
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
給

与
制
度
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、

給
与
の
適
正
化
を
図
り
、
人
件

費
の
削
減
に
努
め
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。 

行
政
改
革
本
部
の
設
置
は 

庁
内
横
断
的
な
組
織
と
し
て
設
置
し
た 

QA

QA QA

Q

A

QA

A

不
納
欠
損
処
分
に
問
題
は
な
か
っ
た
か 

地
方
税
法
に
基
づ
き
処
分
を
行
っ
て
い
る 

QA

 

▲千代田庁舎内 

質問事項  
 １.行政全般 
　（１）証明等の自動交付機の機種選定について 
　（２）交通安全対策のその後について 
　（３）税行政について 
　（４）行政改革について 

質 問 事 項  
 １.行政改革について 
　（１）行財政改革本部について 
　（２）行改推進グループについて 
　（３）改善提案制度について 
2.経費削減について 
　（１）定員管理について　（２）人件費について 
　（３）一般経費について 
　（４）民間委託・外部委託について 
3.住民サービスについて 
　（１）自動交付機について　（２）サービス向上について 
 
 

國
司 

光
文 

議
員 

栗
山 

千
勝 

議
員 



（８）

所管事務調査・一般質問  

　伊藤福章議長他２１名の議員が来市し，霞ヶ浦環境科学
センターを視察。 
　秋田県美郷町は，旧千畑町，旧六郷町，旧仙南村の2町1
村が、平成１６年１１月１日に合併し誕生した町です。旧千
畑町は，江戸時代志筑藩主の本堂家が、旧千代田町に国
がえをする前の領地という関係から、旧千代田町と行政
交流を行ってきました。 
　このほど美郷町では、合併以来はじめての議会議員の
選挙が行われ、新しい議会構成のもと、歴史的関連の深い、
かすみがうら市に行政視察に訪れたものです。 

▲鉾田市にある公共事業用土砂ストックヤード 

▲美郷町議会議員団 

　
　
専
門
司
書
教
諭
の
配
置
に
つ

　
　
い
て
方
向
性
は
出
た
の
か
伺
う
。 

　
　
教
育
長
　
学
校
図
書
館
の

　
　
効
果
的
な
活
用
を
図
る
た

め
に
は
、専
任
の
司
書
教
諭
を
各

学
校
に
配
置
す
る
こ
と
が
理
想
で

す
。本
市
の
小
中
学
校
で
は
専
任

で
は
な
い
が
司
書
資
格
を
有
す
る

教
諭
を
配
置
し
、そ
の
指
導
の
下

に
全
て
の
教
職
員
が
連
携
協
力
し

て
学
校
図
書
館
の
運
営
に
あ
た
っ

て
い
ま
す
。し
か
し
、担
任
を
持
つ

教
員
が
時
間
的
に
図
書
館
の
多
様

な
仕
事
を
担
う
こ
と
に
は
限
界
が

あ
る
の
で
、教
育
委
員
会
と
し
て
は
、

非
常
勤
ま
た
は
嘱
託
と
い
う
か
た

ち
で
年
次
的
に
各
校
に
配
置
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。当
面
、

中
学
校
４
校
、大
き
な
小
学
校
２

校
に
つ
い
て
配
置
で
き
る
よ
う
予

算
措
置
に
努
力
し
ま
す
。 

　
　
半
年
分
の
ご
み
収
集
カ
レ
ン

　
　
ダ
ー
の
要
望
が
大
変
強
い
。

作
成
で
き
な
い
理
由
を
伺
う
。 

　
　
環
境
経
済
部
長
　
か
す
み
が

　
　
う
ら
市
に
な
っ
て
か
ら
は
広
報

誌
の
中
の
お
知
ら
せ
カ
レ
ン
ダ
ー
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。両
地
区
の
整
合

性
を
は
か
り
統
一
し
て
い
ま
す
。
１０

月
当
初
は
環
境
保
全
課
、市
民
窓

口
課
、中
央
出
張
所
に
１
日
２０
〜
３０

件
ほ
ど
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
し

た
が
、現
在
は
３
日
に
１
〜
２
件
の

問
い
合
わ
せ
で
す
。市
と
し
て
は
、カ

ラ
ー
の
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
を
基
本
と

し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

専
門
司
書
教
諭
の
配
置
の
方
向
性
は 

非
常
勤
・
嘱
託
と
い
う
か
た
ち
で
年
次
的
に
各
校
に
配
置
し
た
い 

QA

Q

A

QA

▲学校図書室（新治小） 

質問事項  
 １.介護保険について 
　（１）かすみがうら市の介護保険の現状と今後の見通しについて 
　（２）改正介護保険制度でどう変わるのか 
　（３）10月改正による食費・居住費の利用者負担について 
２.国民健康保険について　 
　（１）保険証の交付について　（２）医療費減免制度について 
　（３）市独自の国保税減免について 
３.教育行政について　（１）学校施設の耐震化について　 
　（２）専門司書教諭の配置について　　（３）生涯学習教育への支援について 
４.入札制度の改善について 
　（１）条件付き一般競争入札の実施について（２）入札予定価格及び業者名の公表について 
５.向原土地区画整理事業について 
　（１）仮換地された土地売却について　（２）債務負担行為の執行について 
6.「住み良いまちづくり」について 
　（１）百里基地への米軍Ｆ15訓練移転について　 
　（２）県道：戸崎～上稲吉線の大型車通行禁止解除について 
　（３）つくばファームの悪臭対策について　（４）市内循環（福祉）バスの運行について 
　（５）ごみ収集カレンダーの作成について　（６）新市の防災計画書策定について 
 

佐
藤 

文
雄 

議
員 

秋田県美郷町議会の行政視察 
（平成１７年１１月１６日来庁） 

建設委員会 

【審議内容】 
Ｑ：以前から産業廃棄物に対しての住民意識が高まっ
　　てきている中，建設発生土の取り扱いについ
　　ても，十分な注意を払ってほしい。かすみが
　　うら市においてもストックヤード・最終処分
　　場などの建設も考える時期に来ているのでは
　　ないか伺う。 
Ａ：県のストックヤード等も満杯近くなってきて
　　いるという状況も踏まえますと，今直ぐと
　　はいきませんが，そのようなことも考えな
　　ければならないと思っています。 
Ｑ：やはりストックヤード，最終処分場というも
　　のを行政でも考えないと，違法行為に走る業
　　者も出てくると思うが。 
Ａ：市発注事業の発生する土砂については，工事
　　ごとに指定処分という説明をしています。現
　　況を確認し，基本的に数量を確認したうえで，
　　最終的に工事の完了にしています。 
 

《１１月２９日開催》 
調査項目：市発注の建設工事発生土の取り扱い 
　　　　　について 
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所管事務調査 

文教厚生委員会 

《１１月１５・２５日開催》 
 
調査項目： 
１）市内施設について 
２）平成１７年度歳入歳出予算執行状況について 
　（歳入歳出予算中総務委員会の所管に関する歳入歳出全般） 
３）巡回バスについて 
４）新庁舎進捗状況について 

《１０月７日・１１月２２日開催》　　調査項目：１）学校施設の現状と今後の整備計画について 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）平成１７年提言書のまとめについて 

総務委員会 

【審議内容】 

　市内施設についての調査では，公共施設の配置や施設規模等を把握するため，執行部同行のも
と，現地調査を実施し，この現地調査をもとに巡回バス運行時のコース等について協議いたしま
した。委員の意見としては，コースを決定する際には，集客力のある商業施設や公共施設等の利
用者の意見を十分取り入れ，協議・検討をしていただきたいとのことでありました。 
　続いて，平成１７年度予算の執行状況については，特に建設工事発注の際の入札方法改善に対
して，活発な意見が出されました。透明性・公平性のある，市として統一した入札制度を早いう
ちに構築すべきとの強い意見でありました。 
　続いて，新庁舎の進捗状況についての調査では，霞ヶ浦庁舎建設審議会から答申が出されてお
り，その内容について説明がありました。現在の候補地に対する意見や将来のまちづくりの構想
をどのように見据えているのかなど，今後について，市民の利便性を一番に考え，さらによく検
討いただきたいとの要望が出されました。 

▲あじさい号 

【関係機関に提言する内容】 

・現在大きな社会問題となっているアスベスト問題については，児童・生徒の健康に係わることでも
　あり，何よりも優先させて，調査及びその対策を進めていただきたい。 
・学校施設については，老朽化に伴って様々な問題が発生しているが，特に２点について要望する。 
　①雨漏り箇所が各学校に見受けられるため，対策として，屋根かけを年次的にするよう取り組んで
　　いただきたい。その中でも，七会小学校の体育館雨漏りについては，業者に瑕疵担保期間として
　　の対応を求める。 
　②耐震調査が進まないが，早急に行っていただきたい。 
・児童・生徒の安全対策については，社会情勢も鑑み年々その対策強化が求められている。しかし，
　志筑小学校・新治小学校・宍倉小学校等，防犯上必要と思われるフェンス・門扉等未設置，要修理
　といった校内外において危険な箇所が見受けられるので，年次計画に基づき，早急に対応していた
　だきたい。 
・通学路の安全対策については，次の３点の場所に信号機の設置を要望し，通学路の改善を図るよう

にしていただきたい。 
①霞ヶ浦庁舎下の国道３５４号と，県道牛渡・馬場山・土浦線
と交差するカーブの所への信号機設置と併せて，国道３５４
号線バイパスの早期開通を求める。 
②上佐谷小学校の入り口にある信号機について，道路拡張と
信号機の改善を求める。 
③新治地方広域事務組合環境クリーンセンターに入る県道土浦・
笠間線沿いの市立やまゆり保育所前への信号機設置を求める。 

▲国道３５４号 霞ヶ浦庁舎下付近 


